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和解による訴訟の解決に関するお知らせ 
 

当社が行う転貸事業に関し、共同事業者である三井物産株式会社が株式会社パシフィッ

クコンサルタンツインターナショナルに提起していた訴訟に関し、平成１８年３月２７日

付で和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．訴訟の経緯から和解に至るまでの経緯 
    当社が東京都渋谷区神宮前で行う転貸事業は、オーナーである株式会社パシフィック

コンサルタンツインターナショナル（以下、ＰＣＩ。）と三井物産株式会社（以下、三井

物産。）、三井物産と当社、当社とテナントがそれぞれ賃貸借契約を締結する事業形態とな

っております。 
    三井物産は平成９年１１月１８日、ＰＣＩを被告として東京地方裁判所に段階的な賃

料減額を求める訴えを起こしましたが、これに対し同裁判所は平成１５年６月２７日、訴

訟額を減額の上、ＰＣＩに対して支払いを命ずる判決を行いました。 
   これに対して三井物産は平成１５年７月１１日、東京高等裁判所に対して控訴し、当

初の賃料減額請求での支払を改めてＰＣＩに求めました。 
   その後、三井物産は本件についてＰＣＩと協議を続けてまいりましたが、ＰＣＩが訴

訟時までの賃料減額及び訴訟後今日までの賃料減額合わせて７４８百万円（以下、金額は

当社事業割合分。）を支払うことで本日、和解が成立いたしました。 
 

２．和解の内容 
    ＰＣＩは当社に対し（三井物産を経由して）、平成１８年４月６日限りで金７４８百

万円を支払う。 
 

３．当期の業績への影響 
    本和解による当期の業績への影響につきましては、本適時開示と同時に発表いたしま

した「業績予想の修正に関するお知らせ」に開示しております。 
 

以 上     

sugimori
新規スタンプ


